
令和４年６月１日現在

高鍋信用金庫
http://www.takanabe-shinkin.jpこの製品は、古紙パルプ配合率60％の再生紙を使用

しています。このマークは、３Ｒ活動推進フォーラムが
定めた表示方法に則って自主的に表示しています。

預入対象

対象商品

預入期間個人の方

預入条件 新規預入とする。

スーパー定期預金・大口定期預金・
積立定期預金

１年もの

預入金額 一口10万円以上1,000万円以下

●預入金利は、初回の満期日までとし、以降は自動継続となり店頭表示金利が適用されます。 ●既に当金庫にお
預入いただいている定期預金からの振替はできません。また、他の金利上乗せキャンペーン商品との併用はでき
ません。 ●店頭に商品説明書をご用意しております。詳しくはお近くの当金庫窓口までお問い合わせください。

取扱期間

令和４年令和４年６月１日（水）～12月30日（金）

取扱期間 令和４年 令和５年令和４年４月１日（金）～令和５年３月31日（金）

2倍
店頭表示金利の

税引後0.004%（ 0.003% ）
付利単位を１円とした１年を365日とする日割計算で行います。
満期日以後の利息は、解約又は書替継続をした日における普通預金利率
により計算します。

計算方法

税金
2037 年 12 月 31日までにお支払するお利息には、復興特別所得税が追
加課税されるため、20.315%（国税 15.315%、地方税 5%）の税金が
かかります。　※マル優の対象となる方は、マル優でのお取扱いができます。

その他
●預金保険制度の対象預金として、元本 1,000 万円までとそのお利息が
　保護されます。（当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元
　本を合計して1,000 万円までとそのお利息が保護されます。）
●お取扱い期間中でも金利環境等の変化により、金利等のお預入内容の
　変更やお取扱いを中止させていただく場合があります。

中途解約時のお取扱い
原則として、満期日前の中途解約はできません。止むを得ず中途解約をさ
れる場合には、預金規定に基づき預入期間に応じた中途解約利率により
計算した利息とともに支払います。

（年0.010%
税引後0.007%）店頭表示金利の5倍デジタル通帳定期

も同時取扱中


